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○恵庭市集合住宅排出ごみ等優良保管場所認定制度実施要綱 

平成２２年２月１７日 

（目的） 

第１条 この要綱は、家庭廃棄物及び資源物を適正に分別し、排出マナーを遵守している集合

住宅に係るごみ保管場所（恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成６年条例第４号）

第２条第２項第８号に規定するごみ保管場所をいう。以下同じ。）を、優良保管場所として

認定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（優良保管場所） 

第２条 優良保管場所の認定を受けることができるごみ保管場所は、別表に定める認定基準に

適合するものとする。 

第３条 削除 

（認定申請） 

第４条 優良保管場所の認定を受けようとするごみ保管場所を有する集合住宅の所有者又は管

理者は、当該認定を受けようとする日の２か月前の日までに恵庭市集合住宅排出ごみ等優良

保管場所認定申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、前項の所有者

又は管理者は、認定を受けようとする日の２か月前の日以後においても申請書を提出するこ

とができる。 

（審査及び認定） 

第５条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請されたごみ保管場所について、認定基準

適合チェック表（様式第２号）により審査する。 

２ 市長は、前項の審査の結果、優良保管場所の認定をしたときは、認定書（様式第３号）及

び証票を交付する。 

３ 前項の証票は、認定適合マーク（様式第４号）とし、申請のあった集合住宅におけるごみ

保管場所の数に応じて交付するものとする。 

４ 証票は、優良保管場所として認定されたごみ保管場所に掲示するものとする。 

５ 市長は、第１項の審査の結果、認定基準に適合しない項目があるときは、認定基準適合チ
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ェック票の写しを添えてその旨を通知するものとする。 

６ 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から１４日以内に市長に対して再審査の申出を

することができる。 

７ 前項の再審査の申出があったときは、市長は、当初の審査と同一の審査を行わなければな

らない。この場合において、なお認定基準に適合しない項目があるときは、市長は、認定基

準チェック票の写しを添えて優良保管場所の認定をしなかった旨を通知するものとする。 

（変更の届出） 

第６条 優良保管場所の認定を受けたごみ保管場所を有する集合住宅の所有者又は管理者（以

下「認定を受けた者」という。）は、当該優良保管場所の位置、ごみ保管場所の数その他ご

み保管場所に関する事項に変更が生じたときは、速やかに変更届（様式第５号）を市長に提

出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を確認しなければならな

い。この場合において、市長は、優良保管場所の認定を継続し難いような変更があると認め

たときは、必要な補正を依頼するものとする。 

（再認定審査） 

第７条 市長は、優良保管場所について、毎年度再認定の審査を行う。ただし、その年度中に

優良保管場所の認定を受けたものを除く。 

２ 第５条第１項及び第５項から第７項までの規定は、前項の再認定の審査について準用する。 

（環境美化等推進員の協力） 

第８条 市長は、第５条第１項及び第７項の審査（前条第２項において準用する場合を含む。）

及び第６条第２項の届出の確認を行うに当たっては、環境美化等推進員に調査を依頼するこ

とができる。 

２ 前項に規定する調査の依頼は、恵庭市集合住宅排出ごみ等優良保管場所認定制度について

（調査依頼）（様式第６号）をもって行うものとする。 

（認定適合マークの返還等） 

第９条 認定を受けた者は、優良保管場所の認定を受けたごみ保管場所が次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、当該ごみ保管場所に引き続き認定適合マークを掲げてはな
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らない。 

(1) 第７条の再認定の審査において認定基準に適合しないこととなったとき。 

(2) ごみ保管場所としての使用を廃止したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、認定適合マークを掲示することができない事情が生じたと

き。 

２ 市長は、優良保管場所が前項各号の事由に該当することを知ったときは、認定を受けた者

に対して返還通知書（様式第７号）をもって認定適合マークの返還を求めるものとする。 

（台帳の整備） 

第１０条 市長は、優良保管場所に関する事務を適正に管理するため、申請、認定及び証票の

管理に係る台帳を整備しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年３月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年５月６日から実施し、改正後の恵庭市集合住宅排出ごみ等優良保管

場所認定制度実施要綱の規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１２月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

別表（第２条関係） 

認定要件 審査項目 内容 確認方法 

（１） 入

居者等

への周

①入居・退去時の説明・指導

等 

入居・退去時に、入居（予定）者に対し、

ごみ・資源物の分別・排出方法について、

わかりやすく説明・指導等行い、理解を

書類・聴取 
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知等 得ているか 

②入居後の説明・指導・啓発

等 

入居後、入居者に対し必要に応じ、ごみ・

資源物の分別・排出方法について、説明・

指導・啓発等を行っているか 

書類・聴取 

（２） 集

積所等

の管理

状況等 

③集積所の設置状況 設置箇所（建物敷地内の設置・収集経路

沿いの設置等）や集積容器又はごみ用ネ

ットの容量が入居戸数に対応しているか

等、基準を満たしているか 

現地確認 

④不適正排出・不法投棄等の

対策 

集積容器及び集積所に、集合住宅専用看

板等の表示やごみ・資源物の不適正排出

及び不法投棄への対策は取られているか 

現地確認 

⑤放置ごみ等の適正処理 集積所に放置されているごみは、管理

者・所有者等で速やかに適正に処理され

ているか 

現地確認・聴

取 

（３） 入

居者等

の排出

状況 

⑥ごみ・資源物の適正排出 指定袋等を使用し適正な分別・排出がさ

れているか 

現地確認 
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